
阿知和地区工業団地造成事業 実施方針に関する意見への回答

頁 大項目 中項目 小項目1 小項目2 小項目3 小項目4

1 実施方針 企業誘致の役割分担について 3 第1 1 (8) ①

実施方針P.4において「進出予定企業及びその他の企
業の募集、売買契約の締結については、市が実施する」
と明記されておりますので、「企業誘致」は市の役割、
「企業誘致支援」業務は事業者の役割と整理していただ
けませんでしょうか。要求水準書（案）P.3の表も同様
に整理をお願いいたします。

役割分担表の誤りであるため修正します。

2 実施方針 スケジュール 9 第2 2

スケジュールを拝見すると質疑回答が1回しかありま
せんが、質疑回答に対して更なる質疑もある場合が多い
ので、回数は2回をお願い致します。

質疑回答は、実施方針の公表時、募集要項の公表時の
各１回を考えています。

3 実施方針 一次提案の審査 10 第2 3 (4)

一次審査において概算事業費を参加者絞り込みのため
の評価の対象としないようにしていただきたくお願い致
します。募集公告から2か月後の時点においては設計の
精度が、事業費の算出上十分でなく、また市様の設計に
よる項目についても条件が充分に確認しきれていない可
能性があります。

御意見として承ります。
一次審査においても、少なくとも、予定価格を超過し

た提案となっていないことを確認する必要はあると考え
ております。

4 実施方針 一次提案書 10 第2 3 (4)

今回のような一次提案書を求めれることは、直近の
PFI事業では見受けられません。そのため、どのような
事を求められているかの具体的な内容を早期に別途、公
表して頂けますよう、ご検討をお願いします。

一次提案書の詳細については、募集の公告時に示しま
す。

5 実施方針
実施方針
地元企業への配慮

17 第2 4 （9）

地元企業の活用に努めると有りますが、構成企業又は
協力企業として参画した場合に、どの程度優遇（加点割
合）すると考えていますか。

評価の詳細については、募集の公告時に示します。

6 実施方針 誘致支援活動リスクについて 29
添付
資料1

「パンフレットの誤り等に起因する損害に関わるこ
と」がすべて事業者の負担とされておりますが、パンフ
レットの作成にあたり、市の資料等を事業者が利用する
ことにより生じた損害については市のご負担としていた
だけませんでしょうか。

またホームページの作成についても費用負担について
記載いただきますようお願いいたします。

前段については、御意見として承ります。パンフレッ
トの作成の際には、その内容について責任をもって確認
してください。

後段については、ホームページの作成に係る費用負担
もパンフレットと同様とお考えください。

7 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

事業スキーム
（事業者～進出予定企業間の設
計・施工に関する協力協定）

2 第1 1 (6)

事業スキーム図において、事業者～進出予定企業間で
締結する設計・施工に関する協力協定については、貴市
も交えた３者協定として頂くことを要望します。

質問への回答No118を参照してください。

8 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

本事業における役割分担 3 第1 1 (8) ①

ｐ.29の「添付資料１リスク分担表(案)」番号41に、
工事監理リスクは事業者負担とありますが、本事業にお
ける役割分担に工事監理業務の項目がありませんので記
載をお願いいたします。貴市で工事監理を実施し、事業
者は工事管理を実施するのであれば、リスク分担表(案)
も工事管理リスクに変更して頂くことを要望します。

質問への回答No106、No233を参照してください。

9 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

募集及び選定のスケジュール 9 第2 2

募集公告（令和2年4月中旬）～参加表明書、参加資格
確認申請書および一次提案書の受付・締切り（令和2年6
月上旬～6月下旬）までの期間が約2ヶ月間と大変短いた
め、一次提案書は二次提案書に一本化すること（令和2
年8月上旬～9月上旬に提出）を要望します。

御意見として承ります。
応募・選定の双方とも、２段階審査の方が負担が少な

くなると考えております。

NO 資料名 タイトル
該当箇所

意 見 回 答



頁 大項目 中項目 小項目1 小項目2 小項目3 小項目4
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10 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

一次提案書
（概略事業費）

10 第2 3 (4)

募集公告（令和2年4月中旬）～参加表明書、参加資格
確認申請書および一次提案書の受付・締切り（令和2年6
月上旬～6月下旬）までの短期間で、相応の概略設計、
数量算出、積算、決裁を遂行することは非常に厳しいと
考えています。また、一次審査の概略事業費は二次審査
の提案価格の上限値（二次審査の提案価格は一次審査に
おける概算事業費を下回っている必要がある）になるた
め、どうしても安全側の見積もりになってしまいます。
そのため、結果として予定価格を超過してしまったり、
事業費に関する競争（審査）の正確性を欠く結果になる
ことを避けるため、一次提案で概算事業費の提出を除外
して頂くことを要望します。

No3の意見・回答を参照してください。

11 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

提案審査等の流れ
（予定価格）

13 第2
予定価格の範囲内で最良の提案をするため、予定価格

の事前公表を要望します。
質問への回答No55を参照してください。

12 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

特別目的会社（ＳＰＣ）設立に
ついて
（ＳＰＣを設立しない場合）

14 第2 4 (3)

本事業の業務範囲である調査設計、施工、維持管理、
企業誘致支援はそれぞれ分野が異なるため、業務遂行お
よび責任所掌において共同企業体（乙型）が最も合理的
であると考えています。従って、ＳＰＣを設立しない場
合の事業者側の貴市との契約相手先として、共同企業体
（乙型）を要望します。

質問への回答No82の後段を参照してください。

13 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

モニタリングの結果に伴う措置 20 第3 5 (3)
「企業訪問等を含めた企業誘致活動を行う業務」につ

いては対象外とすることを要望します。
質問への回答No148を参照してください。

14 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

リスク分担表（案）
（共通 不可抗力リスク）

28
工事段階における事業者の負担する不可抗力リスク

は、公共工事標準請負契約約款の適用を要望します。
御意見として承ります。詳細は、募集の公告時に示し

ます。

15 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

リスク分担表（案）
（共通 物価変動リスク）

28
工事段階における事業者の負担する物価変動リスク

は、公共工事標準請負契約約款の適用を要望します。
御意見として承ります。詳細は、募集の公告時に示し

ます。

16 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

リスク分担表（案）
（調査設計段階 瑕疵担保リス
ク）

28

事業者の負担する瑕疵担保リスクは、公共土木設計業
務等標準委託契約約款の適用を要望します。

御意見として承ります。詳細は、募集の公告時に示し
ます。

なお、実施方針に関する質問への回答No236を参照し
てください。

17 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

リスク分担表（案）
（工事段階 地下リスク）

29

「上記以外の事由によるもの」は事業者負担とされて
いますが、事業者が管理できないリスクも含まれること
から、事業者が適切に管理できるリスクに限定して頂く
ことを要望します。

御意見として承ります。

18 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

リスク分担表（案）
（工事段階 工事費増大リス
ク）

29

「上記以外の事由による工事費の増大」は事業者負担
とされていますが、事業者が管理できないリスクも含ま
れることから、事業者が適切に管理できるリスクに限定
して頂くことを要望します。

御意見として承ります。

19 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

リスク分担表（案）
（工事段階 瑕疵担保リスク）

29

事業者の負担する瑕疵担保リスクは、公共工事標準請
負契約約款の適用を要望します。

御意見として承ります。詳細は、募集の公告時に示し
ます。

なお、実施方針に関する質問への回答No236を参照し
てください。

20 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

リスク分担表（案）
（維持管理段階 計画変更リス
ク）

29

「上記以外の事由によるもの」は事業者負担とされて
いますが、事業者が管理できないリスクも含まれること
から、事業者が適切に管理できるリスクに限定して頂く
ことを要望します。

御意見として承ります。

21 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

リスク分担表（案）
（維持管理段階 維持管理コス
トリスク）

29

「上記以外の事由による維持管理費の増大」は事業者
負担とされていますが、事業者が管理できないリスクも
含まれることから、事業者が適切に管理できるリスクに
限定して頂くことを要望します。

御意見として承ります。



頁 大項目 中項目 小項目1 小項目2 小項目3 小項目4

NO 資料名 タイトル
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22 実施方針
【令和２年２月２７日修正版】

リスク分担表（案）
（維持管理段階 維持管理に係
る事故リスク）

29

「上記以外の維持管理業務の不備によるもの」は事業
者負担とされていますが、事業者が管理できないリスク
も含まれることから、事業者が適切に管理できるリスク
に限定して頂くことを要望します。

御意見として承ります。

23 要求水準書（案） 阿知和地区工業団地関連施設 1 第1 1 (2) ① ｱ

阿知和地区工業団地関連施設において、水道施設（水
道管等）とありますが、上水道につきましては岡崎市の
ｲﾝﾌﾗ整備計画に則った設計が必要になるため、本事業の
提案に含まれる場合は、具体的な条件設定が必要になり
ます。水道配管敷設のみを対象としていただきたくお願
い致します。

御意見として承ります。
なお、準備ができ次第、「令和元年度 阿知和地区工

業団地配水施設基本計画策定業務 報告書」を貸与する
予定です。

24 要求水準書（案） 企業誘致活動業務 4 第1 1 (8) ② ｴ

市が別途公募する進出企業募集が不調となった際に追
加発注予定の企業誘致活動業務について、誘致の成約が
義務付けられ未達の場合にﾍﾟﾅﾙﾃｨ等が課されると、本件
参加へのﾊｰﾄﾞﾙが高まり参加ができなくなる可能性が高
いため、誘致成約を義務付けないようにしていただきた
くお願い致します。

御意見として承ります。なお、質問に対する回答No29
を参照してください。

25 要求水準書（案） 事業監理者について 9 第1 11

事業監理者の定めがあり、関係者会議及び全ての打合
せに出席しなければならないとありますが、同時期に異
なる場所での会議等、物理的に不可能な場合もあると推
測されます。当然、可能な限りの会議体には参加いたし
ますが、事業監理者補佐を設ける等での緩和のご検討を
お願い致します。

御意見として承ります。
現時点では、事業の品質を確保するため、事業監理者

には全ての打合せに参加していただきたいと考えていま
す。

26 要求水準書（案）
本事業を確実に遂行する事業者
の体制の構築
（事業監理者）

9 第1 11

「なお、事業監理者は、関係者会議及び全ての打合せ
に出席しなければならない。」と記載されていますが、
出席すべき打合せについては貴市と協議の上、決めさせ
て頂くことを要望します。

御意見として承ります。なお、No25の意見・回答を参
照してください。

27 要求水準書（案） 事業監理者 9 第1 11

市及び進出企業との調整、工事、設計者間の調整の役
割のために事業監理者を設計施工期間を通して配置する
との趣旨は理解できますが、原則変更不可となると配置
を検討する際の大きな制約となりますので変更を認めて
いただけるようにお願いいたします。

御意見として承ります。
安易な変更を認めることは、事業監理者の意義を失わ

せるものと考えております。

28 要求水準書（案） 履行保証保険 10 第1 12 (1) ア (ｲ) －

「ただし、契約保証金を納付する場合又は契約保証金
納付にかわる担保の提供を履行保証保険以外の方法によ
り行う場合には、履行保証保険の付保の必要はない。」
と記載されていますが、 公共工事履行保証証券による
保証も認めて頂くことを要望します。

質問への回答No293を参照してください。

29 要求水準書（案） SPCの設立 14 第2 4 (3)
SPCを設立するしないにより、事業者選定の評価に差

が出ることがないようにお願い致します。
質問への回答No68を参照してください。

30 要求水準書（案） 水道施設の内容 19 第2 2 (2) ②
ア
～
ウ

2月21日の説明会において水道施設のうち配水池、ポ
ンプ場等は基本設計の進捗によって、既存のものが利用
できる可能性が高いとのご説明があり、2月27日修正版
の実施方針でも水道施設(ポンプ場、配水塔、水道管)か
ら水道施設(水道管等)へと修正されています。一方で、
要求水準(案)においては配水施設、設備についての具体
的な要求水準が記されており、「令和元年度 阿知和地
区工業団地排水施設基本計画策定業務 報告書」に基づ
き施設を計画するとなっています。

水道施設の内容、配水施設、設備の要否はいつ時点で
明らかになるのでしょうか。取組体制の構築に係る事項
ですのでできるだけ早めにお知らせください。あるい
は、既に方針が決まっている場合はご教示いただきけま
せんでしょうか。

水道施設については、市で一律に指定するものではあ
りません。「令和元年度 阿知和地区工業団地配水施設
基本計画策定業務 報告書」の内容を踏まえて、水道事
業者に最適なものを事業者が設計してください。



頁 大項目 中項目 小項目1 小項目2 小項目3 小項目4
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31 要求水準書（案） 樹木の管理 34 第3 2 (4) ① エ

樹木の管理について記載があり、枯死・成長不良が生
じないようにとの記載がありますが、自然物相手という
こともあり、異常気象等不可抗力に伴うものは、市及び
事業者の双方の責めに帰することの出来ない事由として
頂けますようご検討をお願い致します。

御意見として承ります。詳細は、募集の公告時に示し
ます。

32 要求水準書（案） 添付資料2 事業区分図

事業者側が施工のみを行う項目(市が詳細設計を行う
項目)については、適正な積算ができるように、十分な
情報の提供、および資料の整理、詳細かつ具体的な数量
書等の提示をお願いしたいと思います。参考貸与資料の
提供のみであると、積算の対象となる工事内容、数量の
把握に応札者間でずれが生じ、適正なコスト評価が出来
なくなると考えます。もし上記の対応が難しい場合は、
これらの項目については市様より金額を所与にしていた
だく等の措置をお願いいたします。

質問への回答No58を参照してください。


